
                            

第
四
節 

島
津
軍
の
琉
球
侵
攻
と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

奄
美
五
島
割
譲 

  

奄
美
に
と
り
文
字
ど
お
り
最
大
の
変
革
、
そ
の
後
の
運
命
を
決 

定
し
た
の
が
、
島
津
軍
の
琉
球
侵
攻
、
そ
の
結
果
と
し
て
奄
美
五 

島
の
薩
摩
領
編
入
の
歴
史
的
事
件
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の 

原
因
を
慎
重
に
広
い
視
野
で
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。 

 

そ
れ
に
は
、
大
陸
東
方
海
上
の
舞
台
動
向
を
見
、
次
に
室
町
時 

代
後
半
期
の
戦
国
争
覇
が
信
長
・
秀
吉
・
家
康
の
出
現
活
躍
に
よ 

り
よ
う
や
く
統
一
国
家
体
制
が
成
立
し
つ
つ
あ
る
国
内
情
勢
を
併 

せ
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。 

一 

南
海
貿
易 

 

元
に
代
わ
っ
た
明
国
（
一
三
六
八
―
一
六
六
一
）
は
、
厳
重
な 

鎖
国
政
策
を
採
り
、
初
代
大
祖
朱
元
璋
即
位
以
来
周
辺
諸
国
を
招 

撫
し
、
朝
鮮
・
日
本
・
琉
球
・
安
南
・
シ
ャ
ム
・
マ
ラ
ッ
カ
・
パ 

レ
ン
バ
ン
・
ス
マ
ト
ラ
・
ジ
ャ
ワ
な
ど
五
十
余
国
に
及
び
服
属
国 

                          

と
し
て
臣
礼
を
取
ら
し
め
、
貿
易
は
宗
主
国
（
諸
侯
の
上
に
立
っ 

て
覇
権
を
行
う
国)

へ
進
貢
す
る
形
式
し
か
許
さ
な
か
っ
た
。
一 

五
世
紀
初
め
室
町
幕
府
三
代
将
軍
義
満
の
対
明
交
易
＝
勘
合
貿
易 

が
す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。 

 

こ
れ
を
活
用
し
て
巨
利
を
収
め
南
北
海
上
に
勇
飛
し
た
の
が
、 

一
四
世
紀
末
―
一
六
世
紀
初
め
の
琉
球
国
で
あ
っ
た
。
季
節
風
の 

荒
波
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
は
衰
微
傾
向
に
あ
っ
た
と
は
い 

え
「
和
寇
」
の
脅
威
あ
り
、
そ
の
間
を
縫
っ
て
の
渡
海
は
危
険
高 

い
も
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
収
益
も
ま
た
多
大
で
あ
っ
た
。
大
陸 

側
の
希
求
す
る
蘇
木
（
染
料
）、
胡
椒
（
香
辛
料
）
を
遠
く
南
海 

に
求
め
、
硫
黄
を
地
元
鳥
島
に
掘
り
出
し
、
進
貢
し
て
日
用
品
・ 

生
糸
・
絹
織
物
に
換
え
る
。
そ
の
還
元
評
価
は
中
華
自
尊
の
国
ら 

し
く
物
に
よ
っ
て
は
五
十
倍
を
超
し
た
と
言
い
、そ
の
事
業
主（
三 

山
国
王
）
の
財
政
を
潤
し
た
。
南
海
産
の
物
資
が
日
本
か
ら
の
進 

貢
物
品
に
も
見
ら
れ
、
当
時
の
生
糸
・
絹
織
物
の
需
要
が
最
も
大 

き
な
の
が
日
本
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
明
ら
か
に
三
国
中
継
貿 

易
に
お
い
て
琉
球
が
重
要
地
点
た
り
し
こ
と
が
推
察
で
き
る
。 

 

第
一
尚
王
朝
六
代
泰
久
王
が
首
里
正
殿
前
に
建
立
し
た
万
国
津 

梁
の
鐘
の
銘
が
、
如
実
に
そ
の
間
を
語
り
伝
え
て
い
る
の
で
、
次 

に
掲
げ
る
。 
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萬
国
津
梁
の
鐘
（
一
四
五
八
年
六
月
） 

琉
球
国
は
南
海
の
勝
地
な
り 

三
韓
の
秀
を
鍾ア

ツ

め
（
朝
鮮
の
良
き
点
を
集
め
） 

大
明
を
以
て
輔
車
と
な
し
（
輔
は
車
の
添
木
＝
互
に
助
け
合
う
） 

日
域
を
以
て
脣
歯
と
な
す
（
利
害
最
も
深
い
間
柄
） 

こ
の
中
間
に
在
り
て
湧
出
す
る
蓬
萊
島
な
り 

舟
揖
を
以
て
万
国
の
津
梁
と
し
（
舟
と
カ
ジ
、
渡
し
場
と
橋
） 

異
産
至
宝
は
十
方
刹
に
充
満
せ
り
（
異
国
の
産
物
、
各
地
の
寺
院
） 

地
は
霊
、
人
は
物フ

へ
遠
く
和
夏
の
仁
風
を
扇あ

お

ぐ 

  

琉
球
国
の
海
外
活
躍
は
そ
の
後
も
著
し
く
、
第
二
尚
王
朝
に
よ 

り
国
内
統
一
が
完
成
し
自
力
充
実
す
る
に
応
じ
て
、
遠
く
ジ
ャ 

ワ
・
マ
ラ
ッ
カ
に
乗
り
出
し
、
南
方
物
産
を
蒐

し
ゆ
う

集
し
て
、
大
陸
・ 

日
本
と
の
中
継
交
易
量
の
増
大
に
努
め
て
い
る
。 

 

そ
の
結
果
、
土
木
工
事
と
し
て
は
一
四
五
一
年
長
虹
堤
が
成
り 

那
覇
港
に
結
ん
で
中
心
貿
易
港
を
造
成
し
、
幾
多
の
伽
藍

が
ら
ん

を
造
営 

し
て
仏
教
を
受
け
入
れ
て
鐘
銘
に
隆
盛
を
誇
り
、
一
四
六
六
年
鬼 

界
島
遠
征
、
一
五
八
〇
年
八
重
山
の
ア
カ
ハ
チ
反
乱
鎮
定
な
ど
版 

図
を
固
め
、
首
里
の
城
府
の
美
化
整
備
に
当
時
の
財
政
充
溢
の
姿 

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

      

追
放
令
を
出
し
て
い
た
が
、
島
津
忠
国
こ
れ
に
応
じ
嘉
吉
元
年
（
一 

四
四
一)

そ
の
部
将
が
日
向
国
福
島
の
永
徳
寺
に
義
昭
を
誅
殺
し
た
。 

義
政
こ
れ
を
大
い
に
賞
し
琉
球
国
を
与
え
た
と
の
説
。 

 

②
三
宅
国
秀
事
件
＝
永
正
十
三
年
（
一
五
一
六
）
備
中
蓮
島
の
三
宅
和 

 
 

泉
守
の
兵
船
が
琉
球
攻
略
の
た
め
坊
ノ
津
に
入
港
。
こ
れ
を
知
っ
た 

 
 

島
津
忠
隆
は
将
軍
足
利
義
稙
に
連
絡
し
彼
ら
を
一
掃
す
。
二
十
年
後 

 
 

そ
の
党
類
三
宅
三
郎
兵
衛
ら
再
攻
、
挫
折
。
島
津
氏
は
天
文
三
年
（
一 

 
 
 

五
三
四
）、
琉
球
三
司
官
に
「
貴
国
と
は
一
心
同
体
ゆ
え
に
安
心
す 

る
よ
う
」
伝
う
。 

③
亀
井
茲
矩
事
件
＝
出
雲
豪
族
の
出
、
信
長
・
秀
吉
に
従
い
播
磨
・
因 

 
 

幡
に
転
戦
し
功
あ
り
。
山
崎
合
戦
の
後
、
秀
吉
に
所
望
し
、
出
雲
に 

 
 

代
わ
り
「
琉
球
守
」
を
許
さ
る
。
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
朝
鮮
出 

 
 

兵
の
時
「
琉
球
征
伐
使
」
の
朱
印
を
与
え
ら
れ
た
が
、
島
津
氏
の
反 

 
 

対
で
諌
止
さ
る
。 

 

(二) 

応
仁
の
乱
（
一
四
六
七
―
一
四
七
七
）
後
、
室
町
幕
府
の 

勢
威
全
く
衰
え
、
群
雄
各
地
に
覇
を
競
い
世
に
い
う
戦
国
時
代
に 

入
る
。
一
六
世
紀
初
め
、
南
九
州
の
島
津
氏
は
、
旧
豪
族
の
鎮
圧 

い
ま
だ
成
ら
ず
一
族
内
の
抗
争
に
明
け
暮
れ
た
が
、名
君
忠
良（
日 

新
斎
）
子
貴
久
・
孫
義
久
・
義
弘
出
ず
る
に
お
よ
び
、
域
内
諸
豪 

を
抑
え
、
北
進
し
て
一
五
七
二
年
木
崎
原
の
戦
（
え
び
の
市
加
久 

藤
）
に
日
向
の
伊
東
勢
を
破
り
、
さ
ら
に
当
時
島
原
半
島
ま
で
占 

二 

島
津
軍
の
琉
球
侵
攻 

 

そ
の
侵
攻
理
由
と
し
て
、
薩
摩
側
と
琉
球
側
か
ら
正
反
対
の
も 

の
が
従
来
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
面
当
然
の
こ
と
か
と
も 

思
わ
れ
る
が
、
事
件
の
経
過
に
応
じ
て
両
側
か
ら
そ
の
背
景
を
考 

察
す
べ
き
必
要
が
あ
る
。 

(一) 

薩
摩
側
が
第
一
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
の
が
嘉①

吉
付
庸
事
件 

で
あ
る
が
、
当
時
の
国
内
情
勢
か
ら
見
て
、
九
州
本
土
な
ら
と
も 

か
く
、
南
海
の
琉
球
に
幕
府
支
配
力
が
及
ん
で
い
る
状
態
と
は
考 

え
ら
れ
ず
、
史
上
記
録
と
し
て
の
初
見
も
享
和
二
年(

一
八
〇
二) 

完
成
の
「
島
津
国
史
」
で
あ
り
、
真
実
性
を
疑
う
史
家
が
多
い
の 

も
事
実
で
あ
る
。 

 

そ
の
後
一
四
七
一
年
足
利
幕
府
の
島
津
氏
に
対
し
印
巻
（
幕
府 

の
許
可
状
）
不
帯
の
琉
球
渡
航
船
の
取
締
命
令
あ
り
、
一
四
八
一 

年
に
は
島
津
氏
を
介
し
て
琉
球
国
の
来
聘
を
催
促
し
て
い
る
。
さ 

ら
に
下
り
一
五
一
六
年
に
三②

宅
国
秀
事
件
、
一
五
九
二
年
に
亀③

井 
茲
矩
事
件
が
伝
え
ら
れ
る
。 

①
嘉
吉
付
庸
事
件
＝
付
庸
と
は
宗
主
国
に
属
し
て
そ
の
命
令
に
従
う
弱 

 
 

小
国
。
足
利
六
代
将
軍
義
教
は
弟
大
覚
寺
義
昭
に
対
し
謀
反
の
罪
で 

      

拠
し
た
新
興
竜
造
寺
氏
、
日
向
を
南
下
す
る
大
友
氏
に
対
峙

た
い
じ

し
て 

両
面
に
こ
れ
を
撃
破
し
、
全
九
州
を
圧
す
る
に
至
り
、
天
正
十
五 

年
（
一
五
八
七
）
秀
吉
の
九
州
出
陣
と
な
る
。 

 

九
州
の
平
定
成
る
や
秀
吉
は
続
い
て
東
国
の
伊
達
氏
北
条
氏
を 

屈
服
せ
し
め
て
戦
国
乱
世
を
収
拾
す
る
が
、
転
じ
て
大
陸
に
向
か 

い
文
禄
・
慶
長
両
度
の
朝
鮮
半
島
大
遠
征
と
な
り
、
諸
侯
に
そ
の 

兵
員
糧
食
を
割
り
当
て
た
が
琉
球
王
尚
寧
に
は
兵
員
七
千
人
の
糧 

食
十
ヵ
月
分
を
賦
課
し
て
い
る
。
琉
球
で
は
驚
き
、
そ
の
不
可
能 

を
訴
え
、
島
津
氏
が
仲
介
し
、
糧
食
は
代
納
し
て
事
を
収
め
て
い 

る
。 

 

(三) 

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
関
ヶ
原
の
戦
い
で
徳
川
の
天
下 

が
決
ま
り
、
江
戸
幕
府
開
設
の
こ
ろ
か
ら
島
津
側
の
対
琉
球
策
が 

再
開
さ
れ
る
。
上
記
の
と
お
り
南
九
州
に
勢
力
を
振
る
う
島
津
氏 

は
、
善
隣
友
好
の
邦
と
し
て
そ
の
防
壁
と
な
り
、
他
の
介
入
を
許 

さ
ず
貿
易
利
潤
の
独
占
を
目
指
し
た
。天
下
統
一
者
た
る
秀
吉
は
、 

武
力
行
使
せ
ず
と
も
当
然
そ
の
支
配
下
に
立
つ
も
の
と
し
て
賦
課 

を
命
じ
て
い
る
。
琉
球
と
し
て
は
明
の
朝
貢
国
で
あ
り
日
本
と
は 

相
互
独
立
の
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
三
者
の
従
来
の
立
場
が
崩 

れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
理
由
を
挙
げ
る
な
ら
次
の
事
情
で
あ
ろ
う
。 
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①
天
下
が
安
定
し
諸
大
名
領
が
定
着
し
て
、
島
津
氏
の
北
進
の
望 

 
み
は
完
全
に
断
た
れ
た
こ
と
。 

②
南
海
の
風
潮
も
変
化
し
、
日
本
商
船
の
南
進
あ
り
、
中
国
人
お 

 

よ
び
華
僑
の
進
出
あ
り
、
西
欧
人
の
東
漸
あ
り
、
琉
球
支
配
が 

 

貿
易
の
拡
大
の
た
め
に
は
残
さ
れ
た
最
善
の
方
策
た
る
こ
と
。 

③
天
下
統
一
の
余
勢
は
海
を
越
え
て
大
陸
に
も
及
ぶ
動
向
を
解
せ 

 

ず
、
琉
球
は
易や

す

き
に
つ
き
、
漂
流
民
の
返
還
や
諸
保
護
措
置
に 

 

対
し
、
当
事
者
た
る
秀
吉
・
家
康
・
島
津
氏
に
十
分
の
謝
意
・ 

 

対
応
を
怠
り
侵
入
口
実
を
与
え
た
こ
と
。 

 

島
津
氏
は
、
慶
長
十
年
琉
球
出
兵
の
許
可
を
請
い
、
翌
年
許
可 

さ
れ
る
。
一
方
琉
球
に
対
し
て
幾
度
か
来
聘
を
促
し
て
い
る
が
、 

親
中
国
派
の
謝
名
親
方
（
鄭
迵
）
三
司
官
に
あ
り
こ
れ
に
応
ぜ
ぬ 

状
況
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
つ
い
に
慶
長
十
四
年
三
月
出
発
し
た
。 

 

百
戦
練
磨
の
荒
武
者
と
、
兵
器
を
捨
て
て
平
和
百
年
の
徒
手
の 

士
、
武
器
の
大
差
、
勝
負
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

そ
の
結
果
、奄
美
五
島
は
割
譲
さ
れ
て
薩
摩
藩
領
に
編
入
さ
れ
、 

慶
長
十
八
年
大
島
奉
行
が
置
か
れ
、
元
和
元
年
（
一
六
一
六
）
南 

部
三
島
統
治
の
た
め
徳
之
島
奉
行
を
分
設
、
施
政
は
ま
す
ま
す
整 

備
さ
れ
て
奄
美
史
の
一
大
転
機
に
入
る
。 
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